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第１章 マクロ経済と財政 

 ・参考図表１～３・・・財政シミュレーションの前提を図示したもの（図表１ 経済前提と対応） 

 ・参考図表４～５・・・2001年度までの要対応額（16.5兆円）を歳出削減で行った場合（図表４～５の歳出削減拡大ケース） 

 ・参考図表６～９・・・2012年度以降も改革を継続する場合（歳出削減：増税＝６：４、７：３）（図表６～８に対応） 

 

 

第２章 法人課税と企業投資 

 ・参考図表10～12・・・投資額・資本ストック、投資率、資本コスト（図表14～16の基礎データ） 

 ・参考図表13～15・・・資本コストの要因分解（図表13に対応） 

 ・参考図表16・・・・・投資関数の推計結果（図表14～16に対応） 

 ・参考図表17・・・・・本文P.8の法人税率１％引き下げの投資に与える影響の計算根拠 
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第３章 所得課税のあり方 

 ・参考図表18～24・・・１．所得格差の実態の補足資料 

 ・参考図表25～26・・・２．税制の再分配効果の補足資料 

 ・参考図表27～36・・・３．課税最低限と女性の就労・子育て支援税制の補足資料 

 ・参考図表37～44・・・４．所得控除の見直しの補足資料 

 ・参考図表45・・・・・５．家計の金融資産と金融所得課税の補足資料 

 

 

第４章 消費税の増税について 

 ・参考図表46・・・・・図表27、28の基礎データ 

 

 

第５章 地方課税について 

 ・参考図表47～50・・・２．財源格差の実態の補足資料 

 ・参考図表51～54・・・３．税源交換とその評価の補足資料 
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参考図表１ GDP の推移（名目額） 
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ケース１　（2％→2％）

　◇参考：　2011年度　GDP（名目額）

　ケース３（新経済移行シナリオ）：　596.86兆円
　ケース２（基準ケース）：　　　　　　　583.14兆円
　ケース１（成長制約シナリオ）：　　　567.42兆円
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参考図表２ 名目成長率の想定 
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（注意） 2012 年度以降は、2011 年度の名目成長率が維持されるとしている。 

4



 

参考図表３ 名目長期金利の想定 
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（注意） 2012 年度以降は、2011 年度の名目長期金利が維持されるとしている。 
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参考図表４ 基礎的財政収支対 GDP 比の推移（国＋地方） 

－2011 年度までの要対応額（16.5 兆円）を歳出削減で対応した場合、増収効果あり－ 
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◇参考：　2011年度PB（名目額）

・ケース３　：　4．8兆円（0.81％）　（国：－7．8兆円、地方：12．6兆円）
・ケース２　：　3．4兆円（0.58％）　（国：－8．4兆円、地方：11．8兆円）
・ケース１　：　1．7兆円（0.31％）　（国：－9．2兆円、地方：10．9兆円）
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参考図表５ 債務残高支対 GDP比の推移（国＋地方） 

－2011 年度までの要対応額（16.5 兆円）を歳出削減で対応した場合、増収効果あり－ 
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参考図表６ 財政収支対 GDP 比（国＋地方）－組み合わせＢ（6 対 4）－ 
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参考図表７ 債務残高対 GDP 比（国＋地方）－組み合わせＢ（6 対 4）－ 
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参考図表８ 財政収支対 GDP 比（国＋地方）－組み合わせＢ（7 対 3）－ 
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参考図表９ 債務残高対 GDP 比（国＋地方）－組み合わせＢ（7 対 3）－ 
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参考図表１０ 基礎データ（投資額、資本ストック、資本コスト）
（製造業）

投資額 資本ストック 投資率 資本コスト

１００万円 １００万円
Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

1985 4,078,522 47,196,532 0.0864 0.069
1986 3,640,363 50,044,229 0.0727 0.086
1987 3,263,404 51,994,133 0.0628 0.091
1988 4,983,626 53,652,326 0.0929 0.092
1989 6,916,160 57,276,648 0.1208 0.094
1990 5,982,446 63,099,056 0.0948 0.101
1991 7,968,437 69,460,995 0.1147 0.071
1992 5,103,965 77,964,429 0.0655 0.046
1993 1,428,275 83,154,614 0.0172 0.044
1994 883,196 83,705,659 0.0106 0.053
1995 1,221,768 83,269,919 0.0147 0.053
1996 -882,487 83,074,864 -0.0106 0.053
1997 2,772,562 81,509,091 0.0340 0.039
1998 -75,906 83,703,688 -0.0009 0.036
1999 -1,685,894 83,030,057 -0.0203 0.034
2000 602,005 80,886,570 0.0074 0.034
2001 -2,266,214 80,752,425 -0.0281 0.035
2002 -3,787,555 77,195,217 -0.0491 0.043
2003 -1,824,407 72,564,576 -0.0251 0.038
2004 -755,794 70,826,684 -0.0107 0.026
2005 460,912 70,769,887 0.0065 0.017
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参考図表１１ 基礎データ（投資額、資本ストック、資本コスト）
（電気機械製造業）

投資額 資本ストック 投資率 資本コスト
（移動平均） （移動平均）
１００万円 １００万円

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ
1985 786,688 5,610,946 0.1402 0.039
1986 406,332 6,315,657 0.0643 0.048
1987 612,489 6,592,323 0.0929 0.051
1988 723,601 7,049,856 0.1026 0.058
1989 931,248 7,614,279 0.1223 0.067
1990 1,182,957 8,327,546 0.1421 0.086
1991 1,038,614 9,382,761 0.1107 0.078
1992 694,613 10,335,384 0.0672 0.053
1993 98,829 10,904,013 0.0091 0.049
1994 457,387 10,812,771 0.0423 0.053
1995 264,258 11,050,336 0.0239 0.052
1996 770,774 11,066,694 0.0696 0.059
1997 536,588 11,585,674 0.0463 0.059
1998 347,880 11,905,629 0.0292 0.053
1999 244,234 11,996,188 0.0204 0.054
2000 -50,277 11,958,070 -0.0042 0.063
2001 -272,027 11,558,756 -0.0235 0.069
2002 -478,006 10,877,742 -0.0439 0.080
2003 -148,045 9,981,391 -0.0148 0.094
2004 439,206 9,485,410 0.0463 0.098
2005 - - - 0.103
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参考図表１２ 基礎データ（投資額、資本ストック、資本コスト）
（建設業）

投資額 資本ストック 投資率 資本コスト
（移動平均） （移動平均）
１００万円 １００万円

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ
1985 236,111 5,461,804 0.0432 0.074
1986 438,398 5,667,646 0.0774 0.074
1987 522,052 6,061,693 0.0861 0.073
1988 510,872 6,556,827 0.0779 0.070
1989 812,660 7,093,660 0.1146 0.071
1990 839,353 8,015,255 0.1047 0.071
1991 1,855,248 9,062,875 0.2047 0.054
1992 817,595 11,189,330 0.0731 0.027
1993 1,255,556 12,249,572 0.1025 0.026
1994 2,188 13,601,654 0.0002 0.036
1995 582,388 13,579,934 0.0429 0.039
1996 -441,357 14,072,965 -0.0314 0.043
1997 -193,071 13,575,838 -0.0142 0.035
1998 -210,565 13,287,823 -0.0158 0.036
1999 78,621 12,993,261 0.0061 0.033
2000 -249,429 12,985,448 -0.0192 0.034
2001 -528,726 12,616,782 -0.0419 0.034
2002 -725,404 11,911,935 -0.0609 0.043
2003 -846,771 11,083,718 -0.0764 0.034
2004 -363,520 10,261,719 -0.0354 0.022
2005 - - - 0.012
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参考図表１６ 資本コストと投資（推定結果）

製造業 定数項 資本コスト 資本コスト 資本コスト 地価 為替 決定係数 ＤＷ
（投資率） 全期間 92～97年 98～05年

係数 -0.012 -0.466 -0.767 -1.709 0.019 0.048 0.923 2.725
ｔ検定量 -0.342 -1.664 -2.811 -3.879 4.533 2.311

ｐ値 0.737 0.117 0.013 0.002 0.000 0.036

電気機械製造業 定数項 資本コスト 資本コスト 決定係数 ＤＷ
（移動平均投資率） 全期間 92～04年

係数 0.071 0.643 -1.432 0.671 1.579
ｔ検定量 2.479 1.332 -6.242

ｐ値 0.024 0.201 0.000

建設業 定数項 資本コスト 資本コスト 地価 決定係数 ＤＷ
（移動平均投資率） 全期間 92～04年

係数 0.050 -1.023 -1.974 0.029 0.777 1.865
ｔ検定量 0.848 -1.349 -2.062 4.270

ｐ値 0.409 0.196 0.056 0.001
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           参考図表17　　税率変化が資本コストおよび投資に与える影響（製造業）

単位 1998 1999 2004 平均 概要

(A) ∂C/∂τ×⊿τ - -0.12963 -0.18504 -0.05445 ※資本コスト変化率の税制要因
(B) ⊿τ % 3.62082 5.50123 1.32388 ※法人税率変化
(C)=(A)/(B) ∂C/∂τ - -0.03580 -0.03364 -0.04113 ※税率１％あたりの資本コストの変化率
(Ｄ) C - 0.03581 0.03361 0.02600 ※資本コスト
(E)=(C)*(D) -0.00128 -0.00113 -0.00107 -0.00116 ※税率１％あたりの資本コストの変化量
(F) 設備投資関数係数 -1.70900 -1.70900 -1.70900 -1.70900
(G)=(E)*(F) 0.00219 0.00193 0.00183 0.00198 ※税率１％あたりの投資率の変化量
(H) 資本ストック １００万円 83,703,688 83,030,057 70,826,684 70,826,684
(I)=(G)*(H) １００万円 183,404 160,415 129,447 140,491 ※税率１％あたりの投資額の変化量

注）法人税率１％減税の効果は、１３００億から１８００億。
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     参考図表１８  給与所得者のタイル尺度による寄与度分解 

 

  1 9 8 5 年  2 0 0 5 年  

  世 帯 数  

タ イ ル

尺 度  ウ エ イ ト 寄 与 度 世 帯 数  

タ イ ル

尺 度  ウ エ イ ト  寄 与 度  

タ イ ル

尺 度  

変 化 率

低 所 得 階 層  7 9 0 0 8 8 7  0 . 0 4 4 4  0 . 1 6 6 3 0 . 0 0 7  5 6 4 0 6 0 8  0 . 0 5 9 3 0 . 0 7 6 3  0 . 0 0 4 5  3 3 %  

中 所 得 階 層  1 4 7 7 9 4 4 7  0 . 0 2 7 6  0 . 6 7 0 8 0 . 0 1 9  1 7 9 9 9 8 9 0  0 . 0 2 7 8 0 . 6 0 5 1  0 . 0 1 6 8  1 %  

高 所 得 階 層  1 5 2 8 5 4 6  0 . 0 4 5 2  0 . 1 6 2 8 0 . 0 0 7  4 0 9 8 9 3 9  0 . 0 6 8 5 0 . 3 1 8 6  0 . 0 2 1 8  5 1 %  

所 得 階 層 合 計  2 4 2 0 8 8 8 0   1 . 0 0 0 0 0 . 0 3 3  2 7 7 3 9 4 3 7   1 . 0 0 0  0 . 0 4 3 2   

グ ル ー プ 間   0 . 1 0 5 4     0 . 1 2 7 7   2 1 %  

合 計   0 . 1 3 8 6     0 . 1 7 0 9   2 3 %  

出 所 ） 『 税 務 統 計 か ら 見 た 民 間 給 与 の 実 態 』 よ り 作 成 。  

給 与 所 得 者 ： 不 平 等 の 拡 大 は 、 低 所 得 者 と 高 所 得 者 の ２ 極 分 化 し て い る 。 低 所 得 者 が

（ 33％ ） 、 高 所 得 者 （ 51％ ）  

 
 
 
 

   参考図表１９  申告所得者全体のタイル尺度による寄与度分解 

 

  1 9 8 5 年  2 0 0 5 年  

  世 帯 数  

タ イ ル 尺

度  ウ エ イ ト  寄 与 度 世 帯 数

タ イ ル 尺

度  ウ エ イ ト  寄 与 度  

タ イ ル

尺 度 変

化 率  

低 所 得 階 層  3 0 6 5 1 4 5  0 . 0 5 1 7  0 . 1 3 1 2  0 . 0 0 6 8 2 8 3 9 1 4 3 0 . 0 4 9 4 0 . 0 8 6 9  0 . 0 0 4 3  - 4 %  

中 所 得 階 層  3 4 2 7 4 8 4  0 . 0 5 7 6  0 . 3 9 6 6  0 . 0 2 2 8 4 0 5 1 2 5 5 0 . 0 6 1 1 0 . 3 3 3 3  0 . 0 2 0 4  6 %  

高 所 得 階 層  8 7 9 6 0 0  0 . 2 6 7 3  0 . 4 7 2 2  0 . 1 2 6 2 1 4 0 3 7 4 8 0 . 3 7 8 9 0 . 5 7 9 8  0 . 2 1 9 6  4 2 %  

所 得 階 層 合 計  7 3 7 2 2 2 9   1 . 0 0 0 0   8 2 9 4 1 4 6  1 . 0 0 0 0    

グ ル ー プ 間   0 . 4 3 5 3     0 . 4 6 7 4   7 %  

合 計   0 . 5 9 1 1     0 . 7 1 1 7   2 0 %  

出 所 ） 『 税 務 統 計 か ら 見 た 申 告 所 得 税 の 実 態 』 か ら 作 成 。  

備 考 ） 低 所 得 階 層 は 7 0 万 円 以 下 か ら 2 0 0 万 円 以 下 ま で 、 中 所 得 階 層 は 3 0 0 万 円 以 下 か ら 7 0 0 万 円 以 下

ま で 、 高 所 得 者 層 は 1 0 0 0 万 円 以 下 か ら 5 0 0 0 万 円 超 を 含 ん で い る 。  

申 告 所 得 者 全 体 ： タ イ ル 尺 度 は 20%上 昇 し て お り 、 不 平 等 度 は 拡 大 し て い る 。  

寄 与 度 分 解 ： 低 所 得 階 層 で は 、 タ イ ル 尺 度 は -4%（ 不 平 等 度 は 縮 小 ）  

 中 所 得 層 は 6%の拡 大 （ 全 体 の 上 昇 率 と 比 較 し て 小 さ い ）  

 高 所 得 層 は 上 昇 率 が 42%の 拡 大 （ 相 対 的 に 大 き い 値 ）  

→ 申 告 所 得 税 を 納 め て い る 人 の 間 で の 所 得 格 差 拡 大 の 原 因 は 高 所 得 層 に お け る 不 平

等 度 が 拡 大 し て い る こ と 。 （ む し ろ 低 所 得 者 層 で は 縮 小 ）  
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    参考図表２０ 貯蓄保有のタイル尺度による寄与度分解 

 
1985 年  2005 年  

 
タイル尺 度  ウエイト 寄 与 度  タイル尺 度  ウエイト 

寄 与

度  

タイル 

尺 度  

変 化 率  

低 所 得 階 層  0 . 0 0 75   0 . 1 7 93   0 . 0 0 14   0 . 0 1 71   0 . 2 3 48   0 . 0 0 40  12 6 . 2 %  

中 所 得 階 層  0 . 0 0 29   0 . 2 3 00   0 . 0 0 07   0 . 0 0 01   0 . 2 6 63   0 . 0 0 00  -9 5 . 5 %  

高 所 得 階 層  0 . 0 6 02   0 . 5 9 07   0 . 0 3 55   0 . 0 3 02   0 . 4 9 89   0 . 0 1 51  -4 9 . 9 %  

所 得 階 層 合 計  0 . 0 3 76    1 . 0 0 00    0 . 0 1 91    1 . 0 0 00   - 4 9 . 2 %  

グループ間  0 . 0 7 69       0 . 0 2 09       - 7 2 . 8 %  

合 計  0 . 1 1 45       0 . 0 4 00       - 6 5 . 0 %  

出所）『貯 蓄動向調 査 (1985 年 )』、『家 計調査年 報  貯蓄 ・負債編 (2005 年 )』より作 成。  
 
 
 
 

参考図表２１ 資産保有形態の変化 

 
  1985 年  2005 年  

通 貨 性 預 貯 金  8% 16% 

定 期 性 預 貯 金  47% 44% 

生 命 保 険  23% 25% 

有 価 証 券  20% 13% 

金 融 機 関 外  3% 3% 

出所）『貯 蓄動向調 査 (1985 年 )』、『家 計調査年 報  貯蓄 ・負債編 (2005 年 )』より作 成。  
 有価証 券の保有 率： 20%から 13%にまで低 下してい る。  

 通貨性 預貯金の 保有率： 8%から 16%へ上昇 している 。  

 →  好 景気から 不況期に かけての 株価低迷 の影響  

 有 価 証 券 か ら 安 全 性 の 高 い 現 金 保 有 へ の 傾 向  

 株式価 格の低下 が中所得 者層、高 所得者層 における 資産保有 の不平等 度を低下  

 

 
   参考図表２２ 年齢階層別の世帯の分布 

 
 2 9 歳 ま で  3 0－ 3 9 歳  4 0― 4 9 歳 5 0― 5 9 歳 6 0― 6 9 歳 7 0 歳 以 上  2 9 歳 以 下  

か ら 5 9 歳

6 0 歳 以 上

1985 年  6 . 8 %  2 1 . 7 %  2 4 . 4 %  2 3 . 8 %  1 3 . 8 %  9 . 5 %  7 6 . 7 %  2 3 . 3 %  

2005 年  4 . 7 %  11 . 1 %  1 4 . 8 %  2 2 . 4 %  2 2 . 1 %  2 4 . 8 %  5 3 . 0 %  4 6 . 9 %  

出所）『 国民生活 実態調査 1985 年』 、『国民 生活基礎 調査 2005 年』より 作成。  
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          参 考 図 表 ２ ３  初 婚 年 齢 の 推 移  

23

24

25

26

27

28

29

30

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

年

年齢

夫

妻

 

    出所）厚 生労働省 統計情報 部『人口 動態統計 』による 。  
 
 
 
          参考図表２４ 未婚率の比較 

 
1985 年 (%)  2000 年 (%)   
男性  女性  男性  女性  

25 歳から 29 歳  60 .4  30.6  69.3  54.0  
30 歳から 34 歳  28 .1  10.4  42.9  26.6  
35 歳から 39 歳  14 .2  6 .6  25.7  13.8  
出所）総 務省統計 局『国勢 調査報告 』による 。  
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    参考図表２５ 所得税制改正の経緯 

 
 所得税  住民税  
1987 年  税率の緩 和、配偶 者特別控 除

が創設  
 

1988 年   税 率 の 変 更 、 控 除 額 の 引 上

げ、配偶 者特別控 除の創設  
1989 年  税率の緩 和、控除 額の引上 げ 税率の緩 和  
1990 年   控除額の 引上げ  
1991 年   税率適用 区分の変 更  
1994 年  特別減税  特別減税  
1995 年  税率適用 区分の変 更、控除 額

の引上げ 、所得控 除率適用 範

囲の引上 げ、特別 減税  

税率適用 区分の変 更、控除 額

の引上げ 、特別減 税  

1997 年  特別減税 の廃止  特別減税 の廃止  
1998 年  特別減税  特別減税  
1999 年  最高税率 の引上げ 、適用区 分

の 変 更 、 扶 養 控 除 額 の 引 上

げ、定率 減税  

定率減税  
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   参 考 図 表 ２ ６  給 与 収 入 別 の 実 効 限 界 税 率 （ 単 身 者 世 帯 、 1985 年 cp i 基準 ）  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1985年 1987年 1989年 1991年 1993年 1995年 1997年 1999年 2001年 2003年 2005年 2007年

200万円 500万円 1000万円 3000万円  

  注）給与所得 控除の影 響がある ので、給 与収入が 1 万円増加した場合の税負担額を    

    計測しそ の差額を 実効限界 税率とし ている。 なお、税 率表の影 響のみを みるた  

    め、単身 者世帯を 想定して 計測した 。  
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      参考図表２７ 2007 年税制における人的控除 

 
項目  所得税  

（万円）  
個 人 住 民 税

（万円）  
基礎控除  38  33 

控除対象 配偶者  
老人特別 対象配偶 者  

38  
48 

33 
38 

配偶者控 除  

同居特別 障害者加 算  35  23 
扶養親族  38  33 
特定扶養 親族（ 16 歳以上 23 歳未満）

老人扶養 親族（ 70 歳以上）  
63  
48 

45 
38 

基
礎
的
な

人

的

控

除 

扶養控除  

同居老親 等加算  
同居特別 障害者加 算  

10  
35 

7  
23 

障害者控 除  障害者（ 本人、配 偶者、扶 養親族）  
特別障害 者 (同上 )  

27  
40 

26 
30 

寡婦  27  26 寡 婦 控 除

(本 人 )  特定の寡 婦加算  8  4  
寡夫控除 (本人 )  27  26 

特
別
な

人

的

控

除 勤労学生 控除 (本人 )  27  26 

出所）政 府税制調 査会『個 人所得課 税に関す る論点整 理』（平 成 17 年６ 月 21 日）  
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    参考図表２８ 基礎控除の水準の推移 

 
  基礎控除  

(万 円 )  
物価調整 の  
必要額 (万 円 )  

CPI  

昭和６０ 年  
昭和６１ 年  
昭和６２ 年  
昭和６３ 年  
平成元年  
平成 2 年  
平成 3 年  
平成 4 年  
平成 5 年  
平成 6 年  
平成 7 年  
平成 8 年  
平成 9 年  
平成 10 年  
平成 11 年  
平成 12 年  
平成 13 年  
平成 14 年  
平成 15 年  
平成 16 年  
平成 17 年  
平成 18 年  

1985 年  
1986 年  
1987 年  
1988 年  
1989 年  
1990 年  
1991 年  
1992 年  
1993 年  
1994 年  
1995 年  
1996 年  
1997 年  
1998 年  
1999 年  
2000 年  
2001 年  
2002 年  
2003 年  
2004 年  
2005 年  
2006 年  

33  
33 
33 
33 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

33.0   
33 .2   
33 .2   
33 .4   
34 .2   
35 .2   
36 .4   
37 .0   
37 .5   
37 .8   
37 .7   
37 .8   
38 .5   
38 .7   
38 .6   
38 .3   
38 .0   
37 .7   
37 .6   
37 .6   
37 .5   
37 .6  

88.1   
88 .6   
88 .7   
89 .3   
91 .3   
94 .1   
97 .3   
98 .9   
100.2   
100.8   
100.7   
100.8   
102.7   
103.3   
103.0   
102.2   
101.5   
100.6   
100.3   
100.3   
100.0   
100.3  

注）過去 の基礎控 除の引き 上げは、 ほぼ物価 調整の範 囲内にあ る。  

 

 

 

 

     参考図表２９ 課税最低限の内訳 

 

給与所得  
控除  

社会保険 料  
控除  

基礎控除  配偶者  
控除  

扶養控除  特 定 扶 養

控除  
115 .5 万円  32 .5 万円  38 万円  38 万円  38 万円  63 万円  
注）夫婦 子 2 人 (子のうち 1 人は特定 扶養親族 )の給与所 得者の場 合 325 .0 万円  
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 参 考 図 表 ３ ０  配偶者控除・配偶者特別控除について 

 

1987 年  配偶者特 別控除の 導入  専 業主婦の 内助の功 、共稼ぎ 世帯と片 稼ぎ世帯 の負担 の

均衡  

 
2004 年   配偶者特 別控除の 上乗せ部 分廃止（ 平成 15 年度改正）  

        →「就業 の選択に 対して中 立的でな い」  

     「日本 の所得税 は各国と 比べて、 非常に低 い」  

 
     配 偶 者 特 別 控 除 の 消 失 控 除 の 仕 組 み  

 

  出所 ）財務省 HP  h ttp : / /www.mof .go . jp / jouhou/syuze i / s iryou/046.htm 
 
 
財務省試 算による 控除撤廃 による減 収額（ 2005 年 6 月 ）  
基礎控除     2 .  0 兆円  
一般の扶 養控除  1 .  0 兆円  
特定扶養 控除   0 .  5 兆円  
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    参考図表３１ 課税単位の国際比較 

 
日本  アメリカ  イギリス  ドイツ  フランス  
・ 個 人 単 位 課 税  

 

 

 

【 選 択 性 】  

・ 個 人 単 位 課 税  

・ 夫 婦 単 位 課 税  

 

 

( 注 ) 申 告 の 状 況 に 応

じ た 税 率 表 を 適 用 す

る こ と で 、 実 質 的 に

「 2 分 2 乗 制 」 (均 等

分 割 課 税 ) と な っ て

い る 。  

 

 

・ 個 人 単 位 課 税  【 選 択 性 】  

・ 個 人 単 位 課 税  

・ 夫 婦 単 位 課 税  

( 2 分 2 乗 制 )  

 

( 注 ) 夫 婦 の 所 得 を 合

算 し て 均 等 分 割 課 税

を 行 う 。  

・ 世 帯 単 位 課 税  

( N 分 N 乗 制 )  

 

 

 

( 注 ) 夫 婦 及 び 子 供

( 世 帯 ) の 所 得 を 合 算

し て 、 分 割 課 税 を 行

う 。  

〈 分 割 の 際 の 除 数 〉

・ 単 身 者 ： 1  

・ 夫 婦 ： 2  

・ 夫 婦 子 1 人 ： 2 . 5  

・ 夫 婦 子 2 人 ： 3  

以 下 子 1 人 毎 に 1 を

加 算  

 

出所）財 務省 HP http : / /www.mof .go . jp / jouhou/syuze i / s i ryou/030 .htm 
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参考図表３２ 課税単位についての考え方 

 

「課税単 位に関す る専門小 委員会報 告」 (昭和 61 年 2.25)  
 「合算 分割制を 採用する 場合には 、片稼ぎ 世帯と共 稼ぎ世帯 との負担 のバラン スの見地  
から専業 主婦の帰 属所得の 取り扱い について 検討する 必要があ る」  
２分２乗 制度の採 用は、「高 所得者の 負担の軽 減割合が 相対的に みて大き くなるこ とか ら 、

税負担の 累進性を 弱める」 につなが り、さら に「配偶 者間での 合算制を 採用する とし た 場

合には、 所得税制 は婚姻に 対する中 立性を失 うことに なる」と いう問題 点を指摘  
                ↓  
 ２分２ 乗制度の 採用につ いては否 定しつつ も、世帯 間の不均 衡を是正 すべきだ とい う 意

見を考慮 して、「専 業主婦の 夫の稼得 に対する 貢献の評 価（妻の 座あるい は内助の 功への 評

価）とい う点につ いていえ ば、個人 単位課税 を維持し つつ、専 業主婦に 着目した 夫婦 に 対

す る 特 別 控 除 の よ う な 人 的 控 除 の 枠 組 み で の 工 夫 を す る と い っ た 方 向 で 対 応 す る の が 適

当」とし た。  
                ↓  
 答申で は配偶者 特別控除 の新設が 提案され たのであ る。しか し、配偶 者特別控 除の 新 設

は、報告 自身が指 摘してい た「結婚 に対する 中立性」を損なう ことにな った。報 告では「「 所

得分割」 を通じた 累進回避 に対する 不公平感 への対処 という点 について は、所得 課税 の 税

率構造自 体の累進 度を緩和 する方向 で対処し ていくこ とが適当 」  
               
 オルド マン＝テ ンプルの 原則   
専業主婦 の帰属所 得の発生 と共稼ぎ 世帯の育 児サービ スの費用 を考慮  
 単身者 ≧片稼ぎ 世帯  
 片稼ぎ 世帯＞共 稼ぎ世帯  
 共稼ぎ 世帯＞単 身者２人  
 
 マンネ ルの原則  結婚に 対する中 立性を考 慮  
 共稼ぎ 世帯＝単 身者 2 人  
 片稼ぎ 世帯＝共 稼ぎ世帯  
 
 結婚に 対する中 立性        
結婚前後 で税負担 が増大す るとペナ ルティ、 減少する とギフト  
現行税制 では専業 主婦なら ばギフト 、共稼ぎ なら中立  
            ↓  
個人単位 課税のも とで、配 偶者控除 、配偶者 特別控除 を廃止す ると中立 的になる 。  
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参考図表３３ 扶養控除についての考え方 

 
1966 年政 府税調答 申  
「現行の 所得税に おいては 、基礎控 除、配偶 者控除、 扶養控除 等につい ては所得 控除 を 、

障害者控 除、寡婦 控除等に ついては 税額控除 を採用し ているが 、税額控 除制度が 容易 に 理

解されな いことや 計算を複 雑化して いること を考慮し て、現在 税額控除 とされて いる も の

を極力所 得控除と すること が望まし い」  
→ 1967 年 以降、特 殊な人的 控除につ いても所 得控除方 式となっ た。  
 
1968 年長 期答申  
所得税減 税のため に教育費 に対する 控除を新 設するこ とが検討 されたが 、扶養控 除の 拡 充

によって 対処する ことが適 当である と結論づ けている 。  
 
1977 年答 申  
所得税減 税の方式 として税 額控除を 検討し、 新しく税 額控除を 設けると 、人的控 除が 所 得

控除と税 額控除で 構成され るように なって制 度が整合 性をもた なくなる としてい るが 、 長

期的な人 的控除の 税額控除 への移行 を示唆。  
 
2005 年 6 月「個人 所得課税 に関する 論点整理 」  
課税最低 限を構成 している 人的控除 に対して は控除制 度の追加 によって 、本人に 係る 控 除

よりも家 族に係る 控除が多 く、制度 がかなり 複雑にな っている と指摘。  
子育て支 援「個人 所得課税 では、子 供の扶養 を担税力 の減殺要 因ととら えて所得 控除 に よ

って対処 してきた 。政策的 に子度立 てを支援 するとの 見地から は、税制 において 、財 政 的

支援とい う意味合 いが強い 税額控除 という形 態を採る ことも考 えられる 」  
 
民主党マ ニフェス ト  
「中学卒 業まで一 人あたり 月額２万 6000 円を 支給」  
民主党 2007 政策 リ スト３０ ０  
「格差是 正のため 所得控除 を整理し 、給付・ 税額控除 を組み合 わせた制 度を導入 」  
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   参考図表３４ 児童手当制度の変遷 

 
  支 給 対

象  

対 象 年 齢 支 給 月 額  所 得 制 限  

1 9 7 1 年 5 月  児 童 手 当 法 制 定  第 3 子  

以 降  

義 務 教 育

修 了 前  

3 , 0 0 0 円  6 人 世 帯 で 2 0 0 万 円

以 上  

1 9 7 5 年   同 上  同 上  5 , 0 0 0 円  6 人 世 帯 で 4 1 5 万 円

以 上  

1 9 8 2 年  行 革 関 連 特 例 法 に よ る 特

例 措 置  

・  所 得 制 限 の 強 化  

・  所 得 制 限 に よ り 児 童

手 当 を 受 け ら れ な い

被 用 者 な ど に 対 す る

全 額 事 業 主 負 担 に よ

る 特 例 給 付 の 実 施  

同 上  同 上  同 上  6 人 世 帯 で 3 9 1 万 円

以 上  

特 例 給 付 で 5 6 0 万 円

以 上  

1 9 8 5 年   第 2 子  

以 降  

義 務 教 育

就 学 前  

第 2 子  2 , 5 0 0 円  

第 3 子 以 降 5 , 0 0 0 円  

6 人 世 帯 で 4 0 9 . 9 万

円 以 上  

特 例 給 付 で 6 0 0 万 円

以 上  

1 9 9 1 年 改 正  

9 2 年 実 施  

 第 1 子  

以 降  

3 歳 未 満 第 1 , 2 子  5 , 0 0 0 円  

第 3 子 以 降  1 0 , 0 0 0 円  

4 人 世 帯 で 3 5 8 . 9 万

円 以 上  

特 例 給 付 で 6 2 5 万 円

以 上  

1 9 9 4 年  児 童 育 成 事 業  同 上  同 上  同 上  同 上  

2 0 0 0 年   同 上  義 務 教 育

就 学 前  

( 3 歳 以 上

は 特 例 給

付 )  

同 上  4 人 世 帯 で 2 8 4 万 円

以 上  

特 例 給 付 で 4 7 5 万 円

以 上  

2 0 0 4 年   同 上  小 学 校  

第 3 学 年

修 了 前 ま

で ( 3 歳 以

上 は 特 例

給 付 )  

同 上  4 人 世 帯 で 4 1 5 万 円

以 上  

特 例 給 付 で 5 7 4 万 円

以 上  

出所 )厚生 統計協会『国民の 福祉の動 向 2004 年 』および 健康保険 組合編『 社会保障 年鑑 (各
年度版 )』 より作成 。  
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        参考図表３５ 児童手当の拡充と出生率の推移 
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出所）社 会保障人 口問題研 究所資料 および社 会保障人 口問題研 究所『社 会保障統 計年 報 』

各年度版 より作成 。  
 
 
 
 

参考図表３６ 給付付き税額控除について 

 

イギリス の W FT C 

1998 年の Ta y lo r 報 告におい て、子供 のいる世 帯につい て、育児 支援と親 の就労促 進を目 的

としては じまった ものであ る。子供 のいる世 帯につい て、週 16 時間以上 の就労を 条件と し

て Wo rk in g  f a mi l i e s '  t ax  c red i t（勤労世 帯税額控 除）が適 用される 。  

→ 2003 年  WTC ： Wo rk ing  t ax  c r ed i t s（ 勤労税額 控除）へ  

  子供な しの低所 得世帯、 障害者に も WFTC を拡大し たもの  

CTC： Chi l d  t ax  C re d i t  児童税 額控除  1 6 歳未満 の子供  

 

アメリカ EITC 

勤労所得 税額控除 （ Ea rn ed  Inco me  Tax  C red i t： E IT C）  

EITC は 、所得の増 加に伴っ て税額控 除の増加 が高まる 段階、所 得が増加 しても控 除額が 一

定となる 段階、所 得の増加 に伴って 税額控除 の増加が 低くなる 段階の三 つの段階 を持 つ と

いう特徴 がある  
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          参考図表３７ 納税者の比率の推移 

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

 
   出 所 ）『 税 務 統 計 か ら 民 間 給 与 の 実 態（ 1 年 勤 続 者 の 納 税 者 数・非 納 税 者 数 ）』長 期 時 系 列 デ ー タ よ り 作 成 。  

 
 
参考図表３８ 2007 年税制に 

おける給与所得控除 

 
給与収入  控除率  
180 万円 までの金 額  
360  〃  
660  〃  
1 ,000 〃  
1 ,000 万 円超  
最低控除 額  65 万 円  

40％  
30％  
20％  
10％  
5％  
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参考図表３９ 給与所得控除に関する考え方と計算方法 

 

1956 年（ 昭和 31 年 ） 12 月 の 答申  
給与所得 控除の性 格  
イ経費の 概算控除 、ロ資産 所得や事 業所得と の比較で の担税力 の低さへ の調整、 ハ正 確 に

捕捉され やすいこ とへの調 整、ニ源 泉徴収に 伴う早期 納税の金 利分  
 
1983 年（ 昭和 58 年 ） 11 月の 中期答申  
「勤務に 伴う費用 の概算控 除及び給 与所得と 他の所得 との負担 の調整」  
 
1985 年（ 昭和 60 年 ） 3 月 27 日最高裁 判決  
「給与所 得控除は 、勤務に 伴って支 出する費 用を概算 的に控除 すること のほか、 給与 所 得

と他の所 得との負 担調整を 図ること を主眼と して設け られてい るものと して理解 する こ と

が妥当」  
 
1986 年の 税制調査 会  
給与所得 控除を、 給与所得 者の「勤 務費用に 係わる概 算控除」 と「他の 所得との 負担 調 整

に配慮し て設けら れる特別 の控除」とに分解 したうえ で、「給与 所得者の「勤務費 用に係 わ

る概算控 除」につ いて、選 択により 実額控除 を認める 」  
→特定支 出控除  勤務費用 の部分で なく給与 所得控除 全額と実 額控除の 選択  
 
 
給与収入 に関する 必要経費 の推計方 法につい て  
 本研究 では、『家 計調査年 報（勤労 者世帯）』のデータより、年間収入階級別の経費率を

推 計 し た 。 経 費 項 目 は 、 背 広 服 、 郵 便 料 、 男 子 ワ イ シ ャ ツ 、 電 話 通 信 料 (固 定 ・ 移 動 )、 教

養的月謝 、ネクタ イ、パソ コン、理 髪料、男 子靴下、 新聞、腕 時計、男 子靴、交 際費 （ 贈

与金含む ）とした 。これは 現行税法 のもとで 特定支出 控除とし て認めら れている 範囲 を 大

幅に超え るものと なってい る。した がってこ こでの経 費の概念 は、財務 省が認め てい る も

のよりも かなり広 いことに 注意され たい。  
 収入階 級別に得 られた経 費率につ いては、 最小自乗 法により 最低控除 額と経費 関数 の 傾

きを求め ている。 推計結果 は以下の 通りとな った。括 弧内の数 値は t 値 である。 なお、 修

正済み決 定係数は 、 0.985 であった 。  
 
  経費 ＝ 0.047766（ 勤め先 収入）＋ 13.56121 
     (7 .103)         (15 .991)  
  

報告書本文に提示した推計値のグラフは、こ の式に給与収入額をあてはめた経費額の理

論値を示 したもの である。  
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   参考図表４０ その他の所得控除の概要 

 
  出所 ）財務省 HP http : / /www.mof .go . jp / jouhou/syuzei / s i ryou /048.htm 
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参考図表４１ 申告所得税におけるその他の所得控除(平成 17 年 ) 

 
 金 額  

(百 万 円 ）  
人 員  

(人 )  
一 人 あたり 

控 除 額 (万 円 ）  
シェア  

雑損控除  
医療費控 除  
社会保険 料控除  
小 規 模 企 業 共 済 等

掛金控除  
生 命 保 険 料 控 除

（一般）  
生 命 保 険 料 控 除

(個 人年金 ）  
損害保険 料控除  
寄付金控 除  

4832 
376450 
3337780 
239048 
 
317607 
 
43837 
 
36138 
26889 

11952 
1884080 
7770155 
530649 
 
6629487 
 
909587 
 
5131854 
156346 

40.4   
20 .0   
43 .0   
45 .0   
 
4 .8   
 
4 .8   
 
0 .7   
17 .2  

0 .0% 
2.4% 
89.1% 
0.4% 
 
7 .2% 
 
0 .1% 
 
0 .6% 
0.0% 

出所）『税 務統計か らみた申 告所得税 の実態』  
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   参考図表４２ 1 人あたり控除額           

                             単位： 万円  
申告納税 者  
計  

社 会 保

険 料 控

除  

医療費  
控除  

生命  
保険料  
(一 般 )  

生命  
保険料  
(個 人年金 )  

損害  
保険料  
控除  

寄付金  
控除  

70 万円  以下  
100 万円  〃  
150 万円  〃  
200 万円  〃  
250 万円  〃  
300 万円  〃  
400 万円  〃  
500 万円  〃  
600 万円  〃  
700 万円  〃  
800 万円  〃  
1 ,000 万 円  〃  
1 ,200 万 円  〃  
1 ,500 万 円  〃  
2 ,000 万 円  〃  
3 ,000 万 円  〃  
5 ,000 万 円  〃  
5 ,000 万 円  超  

4 .4  
14.1  
19.6  
26.3  
30.1  
40.8  
43.4  
52.2  
60.3  
67.6  
71.4  
76.7  
81.6  
83.8  
85.8  
84.7  
81.1  
78.3  

6 .4  
9 .6  
11 .2  
12.8  
15.5  
16.0  
18.1  
21.4  
23.6  
23.9  
25.6  
29.3  
29.7  
29.9  
33.5  
41.4  
37.8  
50.4  

4 .6  
4 .7  
4 .7  
4 .7  
4 .7  
4 .8  
4 .8  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  
4 .9  

4 .7  
4 .7  
4 .8  
4 .7  
4 .9  
4 .8  
4 .8  
4 .9  
4 .8  
4 .9  
4 .8  
4 .9  
4 .8  
4 .9  
4 .9  
5 .0  
4 .9  
4 .9  

0 .72 
0 .73 
0 .73 
0 .68 
0 .65 
0 .72 
0 .75 
0 .72 
0 .72 
0 .72 
0 .71 
0 .71 
0 .70 
0 .68 
0 .69 
0 .68 
0 .68 
0 .66 

1 .1  
2 .9  
2 .5  
5 .3  
3 .3  
5 .3  
4 .3  
7 .2  
12.3  
7 .8  
12.9  
7 .4  
9 .8  
19.6  
16.2  
23.0  
24.2  
129.2  

出所〉『税 務統計か ら見た申 告所得税 の実態』  
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  参考図表４３ わが国及び欧米諸国の生命保険料、損害保険料及び 

         地震保険料控除制度の概要 

 
   出 所）財務 省 HP  ht tp : / /www.mof .go . jp / jouhou/syuze i / s i ryou/053 .htm 
 
 
 
        参考図表４４ 年金の課税方式の比較 

 
 拠出時  運用時  給付時  
包括的所 得税  控除せず  運用収益 に課税  非 課 税 （ 貯 蓄 の 取 り

崩し）  
支出税  貯 蓄 と し て 課 税 ベ ー

スから控 除  
非課税  課税  

現行税制  拠 出 額 全 額 を 社 会 保

険料控除  
非課税  原則課税  

公的年金 控除適用  
 
平成 16 年度改正  定額控除  65 歳以 上 100 万円 65 歳未満 50 万円→ 50 万円  

        老年者控 除廃止  

平成 15 年 6 月政府税制調 査会『少 子・高齢 社会にお ける税制 のあり方 』  

「 今 後 、 社 会 保 険 料 の 増 大 と と も に 、 個 人 所 得 課 税 の 課 税 ベ ー ス が ま す ま す 浸 食 さ れ る 懸

念 が あ る 。 今 後 の 社 会 保 険 料 控 除 の あ り 方 に つ い て は 、 年 金 制 度 改 革 全 体 の 方 向 性 と も 関

連 付 け て 控 除 対 象 の 範 囲 を 検 討 し て い か な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、 将 来 、 公 的 年 金 に

対する保 険料控除 に一定の 限度額を 設けると ともに、企 業年金な どの私的 年金につ いては 、

拠 出 時 控 除 ・ 給 付 時 課 税 の 枠 組 み を 徹 底 す る 方 向 で 基 本 的 な 改 革 を 行 う こ と に よ り 、 税 制

適格な私 的年金を 確立する ことが考 えられる 。」  
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     参考図表４５ 2007 年現在の金融所得課税 
 
 

 

 利 子 所 得  

 

 預 金 及 び 公 社 債 の 利 子 、合 同 運 用 信 託 及 び 公 社 債 投 資

  信 託 及 び 公 募 公 社 債 運 用 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配 等  

 

源 泉 分 離 課 税  

1 5 ％ ＋ 5 ％  
 
 公募株式 投資信託 の収益の 分配等  

 

 上場株式 等の配当 等  

 （大 口以 外）  

 
 

総 合 課 税  
又 は  

確 定 申 告 不 要  
1 0 % ( 7 % + 3 % )  

 
 上 場 株 式 等 の 配 当 （ 大 口 ）  
 非 上 場 株 式 等 の 配 当  

 
総 合 課 税  

      

 
 配 当 所 得  

 

 剰余 金の 配当、利益

の  

 配当 剰余 金の分配

等  
  

1 回 の 支 払 配 当 の 金 額 が 5 
万 円 （ 年 1 回 1 0 万 円 ） 以 下
の も の  

 
所 : 確 定 申 告 不 要  
( 2 0 ％ の 源 泉 徴 収

)   
住 ： 総 合  

 
 上 場 株 式 等 （ 上 場 株 式 、 店 頭 登 録 株 式 、 Ｅ Ｔ Ｆ 等 ）  
 ＊ 源 泉 徴 収 口 座 に よ る 申 告 不 要 の 特 例  
  源 泉 徴 収 口 座 を 通 じ て 行 わ れ る 上 場 株 式 等 の 譲 渡
に よ る 所 得 に つ い て は 、 源 泉 徴 収 の み で 課 税 関 係 を 終
了 さ せ る こ と が で き る 。  

 
申告分離 課税  
譲渡益×10％  
（ 7％＋ 3％）  

 
 株 式 等  
 譲 渡 所 得  

 
 
 そ の 他 の 株 式 等  

 
申 告 分 離 課 税  
譲 渡 益 ×1 0％  

 資 料 ）『 財 政 金 融 統 計 月 報 』（ 租 税 特 集 ） よ り 作 成 。  
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参考図表４６　　年金と老人医療にかかる国庫負担

年度

国庫負担 増加額 国庫負担 増加額 65～74歳 75歳以上 計

2008 74,870 - 26,167 - 14,994 13,217 28,211

2009 76,931 2,061 27,127 960 15,285 13,702 28,987

2010 78,058 1,127 28,156 1,029 15,190 14,222 29,412

2011 78,834 776 29,225 1,069 14,942 14,762 29,704

2012 81,595 2,761 30,214 989 15,483 15,262 30,745

2013 84,533 2,938 31,057 843 16,164 15,688 31,852

2014 87,404 2,871 31,668 610 16,938 15,996 32,934

2015 89,654 2,250 32,571 904 17,329 16,452 33,781

2016 91,429 1,775 33,673 1,102 17,441 17,009 34,450

2017 92,827 1,398 34,787 1,114 17,406 17,571 34,977

2018 93,897 1,070 35,748 962 17,323 18,057 35,380

2019 94,625 728 36,728 980 17,103 18,552 35,655

2020 95,274 648 37,094 365 17,162 18,737 35,899

2021 95,712 439 37,233 139 17,257 18,807 36,064

2022 95,889 177 38,687 1,454 16,590 19,541 36,131

2023 96,099 210 40,256 1,570 15,876 20,334 36,210

2024 96,356 257 41,781 1,524 15,203 21,104 36,307

2025 96,481 125 42,896 1,115 14,687 21,667 36,354
出所）『日本の将来推計人口　－平成18月12月推計－』（国立社会保障･人口問題研究所）
　　　厚生労働省ホームページ

年金(億円) 老人医療(億円) 人口(1000人)
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参考図表４７  一人当たり地方税収の指数（全国平均を 100 とした場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考図表４８ 市町村における地方税収の格差（ジニ係数） 

【平成 10 年度～17 年度】 

 

41



参考図表４９ 都道府県（昼間人口）における地方税収の格差（ジニ係数） 

                  【平成 10 年度～17 年度】 

 
 

参考図表５０ 市町村（昼間人口）における地方税収の格差（ジニ係数） 

【平成 10 年度～17 年度】 
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  参考図表５１ 道府県税の税源交換の格差（ジニ係数） 

                       【平成 17 年度】 

 
 
 
参考図表５２ 市町村税の税源交換の格差（ジニ係数） 

                      【平成 17 年度】 
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参考図表５３ 道府県税の税源交換による地方交付税減少額 

 【平成 17 年度】 

 

割合 
税源交換（法人税割）に

よる地方交付税減少額 

税源交換（事業税）に 

よる地方交付税減少額 

0% 0 億円 0 億円 
10% 71 億円 397 億円 
20% 142 億円 793 億円 
30% 213 億円 1190 億円 
40% 284 億円 1587 億円 
50% 355 億円 1983 億円 
60% 426 億円 2380 億円 
70% 497 億円 2777 億円 
80% 568 億円 2953 億円 
90% 639 億円 2953 億円 
100% 710 億円 2953 億円 

 
 

 
参考図表５４ 市町村税の税源交換による地方交付税減少額 

 【平成 17 年度】 

割合 不交付団体数 交付団体数 
税源交換（法人税割）に

よる地方交付税減少額 

0% 126 1,695 0 億円 

10% 127 1,694 74 億円 

20% 126 1,695 146 億円 

30% 124 1,697 216 億円 

40% 122 1,699 284 億円 

50% 123 1,698 349 億円 

60% 123 1,698 411 億円 

70% 122 1,699 472 億円 

80% 122 1,699 531 億円 

90% 122 1,699 589 億円 

100% 121 1,700 645 億円 
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